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　　オ　期末手当・勤勉手当

　　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

　　　　　　　補　正　な　し

　　キ　特殊勤務手当

　　　　　　　補　正　な　し

　　ク　その他の手当

　　　　　　　補　正　な　し

区      分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計  職制上の段階、職務の

備　　　考
6月（月分） 12月（月分） （月　分）  級等による加算措置

補 正 後
（ 1.150 ） （ 1.100

2.200

） （ 2.25 ）
有

2.100 4.30

補 正 前
（ 1.150 ） （ 1.150

2.200

） （ 2.30 ）
有

2.200 4.40

国の制度
（ 1.175 ） （ 1.175

2.225

） （ 2.35 ）
有

2.225 4.45

※（　）内は再任用職員の支給期別支給率
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　　ウ　級別職員数

　　　　　　　補　正　な　し

　　エ　昇給

　　　　　　　補　正　な　し

　　オ　期末手当・勤勉手当

　　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

　　　　　　　補　正　な　し

※（　）内は再任用職員の支給期別支給率

補 正 前

国の制度
（ 1.175 ） （

2.225

1.175

2.225

1.150

区      分
支 給 期 別 支 給 率

補 正 後
（ 1.150 ） （ 1.100

6月（月分） 12月（月分）

※（　）内は、再任用短時間勤務職員数（外書き）

　　(級別の基準となる職務)

）

15 100.0
計

（ ） （
計

1 級

計
（ ） （ ）

1 級 3 20.0 1 級

） （ ）

3 20.0
2 級

（）
2 級

3 級

2 級
（ ） （

4 級 2 13.3 4 級 4 級

5 級 2 13.3 5 級 5 級

7 級

6 級 1 6.7 6 級 6 級

8 級

7 級 7 級

令和3年4月1日
現在

8 級 8 級

3 級 4 26.7 3 級

）

15 100.0
計

（ ） （
計

1 級

計
（ ） （ ）

1 級 3 20.0 1 級

）

3 20.0
2 級

（ ） （
2 級

（ ） （ ）
2 級

4 級

3 級 4 26.7 3 級 3 級

4 級 2 13.3 4 級

5 級 2 13.3 5 級 5 級

6 級 1 6.7 6 級 6 級

8 級

7 級 7 級 7 級

級 職員数(人) 構成比(％)

令和3年10月1日
現在

8 級 8 級

区　　　分

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 そ の 他 の 一 般 職

級 職員数(人) 構成比(％) 級 職員数(人) 構成比(％)

有

支 給 率 計  職制上の段階、職務の

2.200 2.100

） （

備　　　考

） （ 2.25 ）

）

4.30

2.30 ）

（月　分）  級等による加算措置

（ 2.35 ）
有

有
2.200 2.200 4.40

4.45

（ ） （ 1.150

－ 64 －
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− 72 −



− 73 −
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− 75 −



− 76 −



− 77 −



− 78 −



− 79 −



　　ウ　級別職員数

　　　　　　　補　正　な　し

　　エ　昇給

　　　　　　　補　正　な　し

　　オ　期末手当・勤勉手当

　　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

　　　　　　　補　正　な　し

（（ ）
計

100.0

）

1 級

）

7 級

15 100.0 5
計

（ ）

1 級 1 6.6 1 級

計
（ ）

） （
2 級

（

4 26.7

）
2 級

3 級

2 級
（ ） （

20.0

4 級 6 40.0 4 級 4 級 4 80.0

5 級 15 級 5 級

6 級 6 級 6 級

8 級

7 級 7 級

令和3年4月1日
現在

8 級 8 級

3 級 4 26.7 3 級

）

15 100.0 5 100.0
計

（ ） （
計

1 級

計
（ ） （ ）

1 級 1 6.6 1 級

）

4 26.7
2 級

（ （
2 級

（ ） （ ）
2 級

）

3 20.0 3 級

5 級

4 級 4 80.0

20.05 級 1

6 級 6 級

7 級

5 級

国の制度
（ 2.35

46.7 4 級
令和3年10月1日

現在

8 級

4 級 7

3 級

※（　）内は、再任用短時間勤務職員数（外書き）

補 正 後

7 級 7 級

6 級

補 正 前

※（　）内は再任用職員の支給期別支給率

区      分

8 級

構成比(％) 級

8 級

職員数(人) 構成比(％)

3 級

級 職員数(人) 構成比(％)

技 能 労 務 職

　　(級別の基準となる職務)

区　　　分

一 般 行 政 職

職員数(人)級

そ の 他 の 一 般 職

 職制上の段階、職務の
備　　　考

6月（月分） 12月（月分） （月　分）  級等による加算措置

）

支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

（ 2.25 ）
有

2.200 2.100 4.30

（ 1.150 ） （ 1.100

2.200 2.200 4.40

（ 1.150 ） （ 1.150 ） （ 2.30 ）
有

）
有

2.225 2.225 4.45

（ 1.175 ） （ 1.175 ）
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− 90 −
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− 95 −



　　ウ　級別職員数

　　　　　　　補　正　な　し

　　エ　昇給

　　　　　　　補　正　な　し

　　オ　期末手当・勤勉手当

　　カ　定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

　　　　　　　補　正　な　し

4 100.0
計計

1 級

計
（ ） （ ）

1 級 1 25.0 1 級

1 25.0
2 級

）
2 級

3 級

2 級
（ ） （

4 級 2 50.0 4 級 4 級

5 級 5 級 5 級

7 級

6 級 6 級 6 級

8 級

7 級 7 級

令和3年4月1日
現在

8 級 8 級

3 級 3 級

4 100.0
計計

1 級

計
（ ） （ ）

1 級 1 25.0 1 級

）
2 級2 級

3 級 3 級

4 級

※（　）内は再任用職員の支給期別支給率

令和3年10月1日
現在

8 級 8 級

4 級

3 級

区      分

補 正 後

2 50.0 4 級

） （

7 級

6 級

7 級

補 正 前

国の制度
） （ 1.175

6 級

支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

級

そ の 他 の 一 般 職

8 級

7 級

職員数(人)職員数(人) 構成比(％)級職員数(人)

5 級

構成比(％)

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職

区　　　分
級 構成比(％)

　　(級別の基準となる職務)

5 級 5 級

2 級
（

※（　）内は、再任用短時間勤務職員数（外書き）

6 級

1 25.0

） （ 1.100 ）

 職制上の段階、職務の
備　　　考

6月（月分） 12月（月分） （月　分）  級等による加算措置

（ 2.25 ）
有

2.200 2.100 4.30

（ 1.150

）
有

2.200 2.200 4.40

（ 1.150 ） （ （ 2.301.150 ）

（ 2.35 ）
有

2.225 2.225 4.45

（ 1.175 ）
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